
 

 

 

１ ． 出 産 育 児 一 時 金 を 受 け ら れ る 人 は ？  

  当 健 康 保 険 組 合 の 被 保 険 者 も し く は 被 扶 養 者 の 出 産 の 場 合 に 出 産 育 児 一 時 金 が 支 給  

さ れ ま す 。  

 出 産 に は 、 妊 娠 ４ ヶ 月 （ ８ ５ 日 ） 以 後 の 生 産 （ 早 産 ）、 死 産 （ 流 産 ）、 人 工 妊 娠 中 絶  

も 含 ま れ ま す 。  

２ ． 出 産 育 児 一 時 金 の 支 給 額 は ？  

 （ １ ） 産 科 医 療 補 償 制 度 に 加 入 し て い る 医 療 機 関 等 で  

在 胎 週 数 ２ ２ 週 に 達 し た 日 以 後 の 出 産   ・ ・ ・   ４ ２ 万 円  

在 胎 週 数 ２ ２ 週 に 達 し な か っ た と き    ・ ・ ・ ４ ０ ． ４ 万 円  

 （ ２ ） 産 科 医 療 補 償 制 度 に 加 入 し て い な い 医 療 機 関 等 で の 出 産  ・ ・ ・ ４ ０ ． ４ 万 円  

  ※ １ 現 在 、 富 山 県 内 の 医 療 機 関 等 は 全 て 産 科 医 療 補 償 制 度 に 加 入 し て い ま す 。  

※ ２ 平 成 ２ ６ 年 １ ２ 月 ３ １ 日 ま で の 出 産 は １ 児 に つ き ３ ９ 万 円 。  

３．出産育児一時金の受給方法は？ 

  現在、出産育児一時金は下記の３つの受給方法があります。 

（１） 医療機関等へ直接支払制度を利用する 

（２） 医療機関等へ直接支払制度を利用しない（健保組合へ直接請求） 

（３） 受取代理制度を利用する 

（ １ ） 医 療 機 関 等 へ の 直 接 支 払 制 度 を 利 用 す る 。  

①  直 接 支 払 制 度 を 実 施 し て い る 医 療 機 関 等 の 窓 口 で 健 康 保 険 証 を 提 示 し ま す 。  

②  出 産 を 終 え 退 院 す る ま で に 、「 直 接 支 払 制 度 を 利 用 す る 」 旨 、 書 面 で 合 意 を し  

ま す 。 書 面 は 医 療 機 関 等 に 用 意 さ れ て い ま す 。 ２ 部 作 成 さ れ ま す か ら 、 １ 部 を  

受 け 取 っ て く だ さ い 。  

③  出 産 後 、 出 産 費 用 の 清 算 を し ま す 。  

ア  出 産 費 用 が 出 産 育 児 一 時 金 の 額 よ り 多 か っ た と き  

  ・ 医 療 機 関 等 へ 出 産 費 用 の 不 足 分 を お 支 払 い く だ さ い 。  

イ  出 産 費 用 が 出 産 育 児 一 時 金 の 額 よ り 少 な か っ た と き  

・「 健 康 保 険 出 産 育 児 一 時 金 等 差 額 請 求 書 （ 申 請 用 ）」 を 健康 保 険 組 合 に ご 提  

出 く だ さ い 。 後 日 、 差 額 を 支 給 い た し ま す 。  

※  医 療 機 関 等 か ら 、 費 用 の 内 訳 の 記 載 さ れ た 明 細 書 を 必 ず 受 け 取 っ て く だ さ い 。 

◎  出 産 後 、 す ぐ に 差 額 を 受 け 取 り た い 場 合 は ？  

健康 保 険組 合 へ下 記の ３ 点を 提 出し てく だ さい 。  

     ① 健康保険出産育児一時金差額請求書（申請用） 

② 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写し。 

  ③ 医 療 機 関 等 と の 間 に 契 約 し た 代 理 契 約 書 の 写 し 。（ 同 意 す る に 記 入 あ り 。）  

出 産 育 児 一 時 金 の 受 給 方 法 に つ い て 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ２ ） 医 療 機 関 等 へ の 直 接 支 払 制 度 を 利 用 し な い 。  

医 療 機 関 等 へ 出 産 費 用 の 全 額 を お 支 払 く だ さ い 。 そ の 後 、 健 康 保 険 組 合 へ  

「 出 産 育 児 一 時 金 （ 附 加 金 ） 請 求 書 」 にて 申 請 を 行 っ て く だ さ い 。  

     こ の 場 合 は 下 記 の ２ 点 の 添 付 書 類 が 必 要 に な り ま す 。  

    ①  医 療 機 関 等 か ら の 出 産 費 用 に つ い て の 領 収 ・ 明 細 書 の 写 し 。  

    ②  医 療 機 関 等 と の 間 に 契 約 し た 代 理 契 約 書 の 写 し 。（ 同 意 し な い に 記 入 あ り ） 

    

（ ３ ） 受 取 代 理 制 度 を 利 用 す る 。（ 平 成 ２ ３ 年 ４ 月 ～ ）  

      本 来 被 保 険 者 が 受 け 取 る べ き 出 産 育 児 一 時 金 を 医 療 機 関 等 が 被 保 険 者 に 代

わ っ て 受 け 取 る 制 度 で す 。直 接 支 払 制 度 の 実 施 が 困 難 な 医 療 機 関 等 で も 被 保 険

者 等 の 経 済 的 負 担 の 軽 減 を 図 る こ と が で き る よ う 、 制 度 化 さ れ ま し た 。  

      受 取 代 理 制 度 に よ る 出 産 育 児 一 時 金 の 申 請 が 可 能 な 方 は 、平 成 ２ ３ 年 ４ 月 １

日 以 降 に 出 産 さ れ る 予 定 の 被 保 険 者 ・ 被 扶 養 者 で あ っ て 、 当 該 出 産 予 定 ま で  

２ ヶ 月 以 内 の 方 に 限 ら れ ま す 。  

      利 用 で き る 医 療 機 関 等 は 厚 生 労 働 省 に 対 し 届 出 を 行 っ た 医 療 機 関 等 に 限 ら

れ ま す 。  

    ※  現 在 、 富 山 県 内 に 対 象 と な る 医 療 機 関 等 は あ り ま せ ん 。  

⑩ 出産費用が４２万円未満で収まった場合は、

「健康保険出産育児一時金差額請求書（申請

用）」にて健康保険組合へ請求する。 

⑨ 出産から約２～３ヶ月後に「出産育児一時金

等支給決定通知」を送付いたします。 

差額がある場合は併せて「健康保険出産育児一

時金差額請求書（申請用）」を送付いたします。 
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病 院 診療所 助産所 

健康保険組合 

支払機関（国保連・支払基金） 

⑤ 医療機関等から専用請求

書に基づき費用請求（４２

万円まで） 

⑧ 医療機関等へ支払 
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払 
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支払事務を委託 

 

 

⑪ 差額請求書に基づき、加入者へ支払 

出 産 育 児 一 時 金 直 接 支 払 制 度 の 支 給 方 法 の 流 れ 図  
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